
　
年
齢
が
満
18
歳
以
上（
平
成
19

年
10
月
27
日
以
前
に
生
ま
れ
た

人
）で
、大
崎
市
に
令
和
７
年
７
月

８
日
以
前
か
ら
居
住
す
る
、大
崎

市
の
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て

い
る
人
が
投
票
で
き
ま
す
。

　
令
和
７
年
７
月
９
日
以
降
に
県

内
か
ら
大
崎
市
に
転
入
の
届
け
出

を
行
っ
た
人
は
、前
の
市
区
町
村

で
投
票
し
て
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、令
和
７
年
７
月
９
日
以

降
に
大
崎
市
か
ら
県
内
の
市
区
町

村
に
転
出
し
た
人
は
、大
崎
市
で

投
票
し
て
く
だ
さ
い
。こ
の
場
合
、

県
内
に
引
き
続
き
住
所
を
有
し
て

い
る
こ
と
の
確
認（
※
）が
必
要
で

す
。

※�

当
日
投
票
ま
た
は
期
日
前
投
票

を
希
望
す
る
人
は
、あ
ら
か
じ

め「
引
き
続
き
県
内
に
住
居
を

有
す
る
旨
の
証
明
書
」の
交
付

を
受
け
て
お
く
と
円
滑
に
投
票

が
で
き
ま
す
。証
明
書
は
、居
住

す
る
市
区
町
村
に
限
ら
ず
、ど

の
市
区
町
村
で
も
発
行
で
き
ま

す
。

　
９
月
16
日
以
前
に
転
居
の
届
け

出
を
し
た
人
は
、転
居
先
の
住
所

地
の
投
票
所
で
投
票
し
て
く
だ
さ

い
。

　
９
月
17
日
以
降
に
転
居
の
届
け

出
を
し
た
人
は
、前
の
住
所
地
の

投
票
所
で
投
票
し
て
く
だ
さ
い
。

　
投
票
所
入
場
券
は
、選
挙
の
告

示
日（
10
月
９
日
㈭
）を
め
ど
に
順

次
発
送
し
ま
す
。届
い
た
ら
記
載

さ
れ
た
内
容
を
よ
く
確
認
し
て
く

だ
さ
い
。配
達
の
都
合
に
よ
り
、同

じ
世
帯
員
で
も
別
々
に
届
く
場
合

が
あ
り
ま
す
。

　
な
お
、入
場
券
が
無
く
て
も
受

け
付
け
が
可
能
で
す
。紛
失
、ま
た

は
忘
れ
た
場
合
は
、投
票
所
の
係

員
に
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

　
候
補
者
の
氏
名・経
歴・政
見
な

ど
を
記
載
し
た
選
挙
公
報
を
、10

月
24
日
㈮
ま
で
に
行
政
区
長
を
通

し
て
各
世
帯
に
配
布
し
ま
す
。

　
投
票
日
当
日
に
、次
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
人
は
、不
在
者
投

票
が
で
き
ま
す
。

▼�

出
張・
旅
行
な
ど
で
大
崎
市
以

外
に
滞
在
し
て
い
る
場
合

　
10
月
10
日
㈮
か
ら
25
日
㈯
ま

で
、滞
在
先
の
市
区
町
村
で
投
票

が
で
き
ま
す
。希
望
す
る
場
合
は
、

大
崎
市
選
挙
管
理
委
員
会
に
、投

票
用
紙
な
ど
の
必
要
書
類
を
早
め

に
請
求
し
て
く
だ
さ
い
。

　
請
求
は
、選
挙
管
理
委
員
会
事

務
局（
〒
９
８
９

－

６
１
８
８ 

古

川
七
日
町
１
番
１
号　
市
役
所
本

庁
舎
４
階
）窓
口
、郵
送
ま
た
は
大

崎
市
公
式
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ（
※
）で
行
え

ま
す
。

※�

Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
で
の
請
求
期
限
は
、

10
月
22
日
㈬
ま
で
で
す
。

▼�

病
院・
老
人
ホ
ー
ム
な
ど
の
不

在
者
投
票
指
定
施
設
に
入
院・

入
所
し
て
い
る
場
合

　
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会

が
不
在
者
投
票
指
定
施
設
と
し
て

指
定
し
た
病
院
、介
護
老
人
保
健

施
設
、老
人
ホ
ー
ム
な
ど
の
施
設

内
で
不
在
者
投
票
が
で
き
ま
す
。

不
在
者
投
票
指
定
施
設
で
投
票
を

行
う
場
合
は
、入
院・入
所
し
て
い

る
施
設
に
、不
在
者
投
票
を
行
い

た
い
旨
を
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

▼�

障
が
い
の
あ
る
人
が
郵
送
で
投

票
す
る
場
合

　
体
に
重
度
の
障
が
い
が
あ
る
人

な
ど
が
郵
送
で
投
票
を
行
う
場
合

は
、あ
ら
か
じ
め
大
崎
市
選
挙
管

理
委
員
会
か
ら「
郵
便
等
投
票
証

明
書
」の
交
付
を
受
け
、10
月
22
日

㈬
17
時
ま
で
に
所
定
の
様
式
で
投

票
用
紙
な
ど
の
請
求
を
し
て
く
だ

さ
い
。

　期日前投票は、投票日当日に用事などで投票所へ行くことができない人が投票日の前日までに投票することがで
きる制度です。
　投票日当日に投票所に行けない理由を申し立てるとともに、その申し立てが真正であることの「宣誓書」を提出し
て投票することになります。投票所入場券の裏面が「宣誓書」になっていますので必要事項を記入の上、持参してくだ
さい。
　なお、以下の全ての期日前投票所で投票できますが、会場によって投票できる日時が異なりますので、注意してく
ださい。

親子で投票所にG
ゴ ー

O!

※�10月19日㈰は「おおさき古川秋まつり」の開催に伴い、市役
所本庁舎3階301会議室となります。

期日前投票所 期間 時間
市役所本庁舎1階市民
交流エリア屋内広場
（パタ崎さん家

ち

）（※）
（古川七日町1-1）

10月10日㈮
～25日㈯

8時30分
～20時

各総合支所

大崎生涯学習センター
（パレットおおさき）
（古川穂波3-4-20）

10月21日㈫
～25日㈯ 9時～19時

鬼首基幹集落センター
（鳴子温泉鬼首字原43-
1）

10月23日㈭・
24日㈮

8時30分
～17時

向山集会所
（鳴子温泉字通原268） 10月22日㈬ 10時～14時

寒湯生活改善センター
（鳴子温泉鬼首字高剥
14）

10月23日㈭ 10時～14時

期 日 前 投 票 制 度

北玄関

南玄関思いやり駐車場

本庁舎駐車場

行き止まり

出入口

出入口

出入口出入口

出入口

市役所本庁舎周辺マップ

投票所の変更について
　以下のとおり投票区の投票所が変更となりますので、注意してください。

投票区 変更後 変更前

古川第7投票区 社会福祉法人ウィンズライフ「いろは」 稲葉南区集会所

鳴子第7投票区 鬼首基幹集落センター オニコウベリフレッシュセンター

10月26日は
宮城県知事選挙の投票日です

　あなたの投じる一票が、日本の明るい未来につながります。満18歳以上の人は、棄権することなく、清く正し
い一票を投じましょう。詳しくは、市ウェブサイトを確認してください。
問 選挙管理委員会事務局　☎23-9124

『届けよう  君の想いを  未来へと』『届けよう  君の想いを  未来へと』

投票日時　10月26日㈰　7時から19時まで　※鳴子温泉地域は18時までです。
投 票 所　入場券に記載された投票所を確認してください
開 票 日 時　同日　20時45分から
開  票  所　タカカツアリーナ大崎（古川総合体育館）

大
崎
市
で
投
票
で
き
る
人

市
内
で
転
居
し
た
人

不
在
者
投
票
制
度

選
挙
公
報
の
配
布

投
票
所
入
場
券
の
発
送

広報おおさき　令和 7年 10月号広報おおさき　令和 7年 10月号 44広報おおさき　2025年 10月号広報おおさき　2025年 10月号55

期日前
投票所


